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1. 添付書類に係る補足説明資料 

「火災防護設備」に係る添付書類(共通書類は除く)の記載内容を補足するための説明

資料リストを以下に示す。 

 

工認添付資料 補足説明資料 

Ⅴ-1-1-7 

発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書 

1-1 原子炉の安全停止に必要な機能を達成す

るための系統 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 2 添付資料 2 を参照】 

1-2 火災区域の配置を明示した図面 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 3 添付資料 2 を参照】 

1-3 内部火災に関する工事計画変更認可後の

変更申請対象項目の抽出について 

2-1 潤滑油又は燃料油の引火点，室内温度及

び機器運転時の温度について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 1 参考資料 1 を参照】 

【許可まとめ資料 41 条 重大事故等対処施設

における火災防護に係る基準規則等への適合

性についてのうち参考資料 1 を参照】 

2-2 保温材の使用状況について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 1 添付資料 4 を参照】 

【許可まとめ資料 41 条 重大事故等対処施設

における火災防護に係る基準規則等への適合

性についてのうち添付資料 4 を参照】 

2-3 建屋内装材の不燃性について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 1 添付資料 5 を参照】 

【許可まとめ資料 41 条 重大事故等対処施設

における火災防護に係る基準規則等への適合

性についてのうち添付資料 5 を参照】 

2-4 難燃ケーブルの使用について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 1 添付資料 2 を参照】 

【許可まとめ資料 41 条 重大事故等対処施設

における火災防護に係る基準規則等への適合

性についてのうち添付資料 2 を参照】 
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工認添付資料 補足説明資料 

Ⅴ-1-1-7 

発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書 

2-5 屋外の重大事故等対処施設の竜巻による

火災の発生防止対策について 

2-6 水素の蓄積防止対策について 

3-1 ガス消火設備について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 6 添付資料 2 を参照】 

【許可まとめ資料 41 条 重大事故等対処施設

が設置される火災区域又は火災区画の消火設

備についてのうち添付資料 2 を参照】 

3-2 二酸化炭素消火設備(全域)について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 6 添付資料 6 を参照】 

【許可まとめ資料 41 条 重大事故等対処施設

が設置される火災区域又は火災区画の消火設

備についてのうち添付資料 7 を参照】 

3-3 消火用の照明器具の配置図 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 1 添付資料 7 を参照】 

【許可まとめ資料 41 条 重大事故等対処施設

における火災防護に係る基準規則等への適合

性についてのうち添付資料 6 を参照】 

3-4 常設代替高圧電源装置を設置する火災区

域の消火設備について 

3-5 ディーゼル駆動消火ポンプ，ディーゼル

駆動構内消火ポンプ，電動機駆動消火ポンプ

及び電動機駆動構内消火ポンプの構造図 

3-6 ディーゼル駆動消火ポンプ，ディーゼル

駆動構内消火ポンプ，電動機駆動消火ポンプ

及び電動機駆動構内消火ポンプのＱＨカーブ

3-7 ディーゼル消火ポンプ及びディーゼル駆

動構内消火ポンプの内燃機関の発電用火力設

備に関する技術基準を定める省令への適合性

について 
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工認添付資料 補足説明資料 

Ⅴ-1-1-7 

発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書 

 

3-8 消火設備の必要容量について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 6 添付資料 8 を参照】 

【許可まとめ資料 41 条 重大事故等対処施設

が設置される火災区域又は火災区画の消火設

備についてのうち添付資料 8 を参照】 

3-9 可燃物管理により火災荷重を低く管理す

ることで，煙の発生を抑える火災区域又は火

災区画についての管理基準 

3-10 新燃料貯蔵庫の未臨界性評価について

【設置許可資料 8 条 火災による損傷の防止

のうち別添 1 資料 1 添付資料 9 を参照】 

4-1 火災の影響軽減のための系統分離対策に

ついて 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 7 添付資料 1 を参照】 

4-2 ケーブルトレイに適用する 1 時間耐火隔

壁の火災耐久試験の条件について 

4-3 中央制御室制御盤内の分離について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 7 添付資料 3 を参照】 

4-4 中央制御室の火災の影響軽減対策につい

て 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 7 本文を参照】 

4-5 火災区域(区画)特性表について 

4-6 火災を起因とした「運転時の異常な過渡

変化」及び「設計基準事故」発生時の単一故

障を考慮した原子炉停止について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 10 添付資料 8 を参照】

4-7 中央制御室制御盤の火災を想定した場合

の対応について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 7 添付資料 5 を参照】 
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工認添付資料 補足説明資料 

Ⅴ-1-1-7 

発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書 

4-8 格納容器内火災時の想定事象と対応につ

いて 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 1 資料 8 別紙 3 を参照】 

5-1 防火シートの基本性能について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-2 防火シート及び結束ベルトの標準施工方

法 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-3 ファイアストッパの施工方法 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-4 耐火シールの性能について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-5 発電所で使用する非難燃ケーブルの種類

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-6 発電所で使用する非難燃ケーブルの詳細

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-7 ケーブルの燃焼メカニズム 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-8 ケーブルの使用期間による経年変化 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-9 発電所を代表する非難燃ケーブルの抽出

結果のまとめ 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 
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工認添付資料 補足説明資料 

Ⅴ-1-1-7 

発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書 

5-10 試験対象ケーブルの詳細 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-11 ケーブル種類毎の性能確認方法と確認

結果 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-12 供試体の仕様と試験条件設定の考え方 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-13 実機火災荷重を考慮した防火シートの

限界性能試験 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-14 防火シート重ね部の遮炎性試験 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-15 耐延焼性実証試験条件 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-16 損傷長の判定方法 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-17 複合体の構成品の組合せによる耐延焼

性の確認 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-18 加熱熱量の違いによる性能比較評価の

確認方法 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-19 バーナ加熱熱量を変化させた垂直トレ

イ燃焼試験 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 
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工認添付資料 補足説明資料 

Ⅴ-1-1-7 

発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書 

5-20 過電流によるケーブルの燃焼プロセス 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-21 複合体内部ケーブルの自己消火性の実

証試験 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-22 トレイの設置方向による延焼性の確認

結果 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-23 延焼の可能性のあるトレイ設置方向へ

の対応の実証試験 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-24 過電流模擬試験による防火シート健全

性評価 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-25 複合体が不完全な場合の難燃性能の確

認 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-26 複合体による影響の確認 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-27 複合体の性能確保の考え方 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

5-28 非難燃ケーブル対応に関する設置許可

から維持管理に至る各段階での実施内容につ

いて 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 
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工認添付資料 補足説明資料 

 5-29 非難燃ケーブルへの防火措置に関する

工事計画変更認可後の変更申請対象項目の抽

出について 

【許可まとめ資料 8 条 火災による損傷の防

止のうち別添 4 添付資料○を参照】 

6-1 耐震評価を実施する火災防護設備の代表

性について 

6-2 ケーブルトレイ消火設備の耐震性につい

て 

6-3 耐震評価を実施する火災防護設備の加振

試験での確認項目について 

6-4 基礎ボルト一点固定型の回転モーメント

と摩擦力による保持モーメントについて 

7-1 火災防護に関する説明書に記載する火災

防護計画に定め管理する事項について 

 

2. 別紙 

(1) 工認添付資料と設置許可まとめ資料との関係【火災防護設備】
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別
紙
 

工認添付資料と設置許可まとめ資料との関係【火災防護設備】 

工認添付資料 設置許可まとめ資料 引用内容 

Ⅴ-1-1-7 
発電用原子炉施設の火災防護に関

する説明書 

DB 第 8 条 火災による損傷の防止 
資料そのものを 

概ね引用 

SA 41-1 
重大事故等対処施設における火災防護に係る基準規

則等への適合性について 

資料そのものを 

概ね引用 

SA 41-2 
火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の

分類について 

資料そのものを 

概ね引用 

SA 41-3 
火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設に

係る火災区域又は火災区画の設定について 

資料そのものを 

概ね引用 

SA 41-4 
重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災

区画の火災感知設備について 

資料そのものを 

概ね引用 

SA 41-5 
重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災

区画の消火設備について 

資料そのものを 

概ね引用 

SA 41-6 
重大事故等対処施設が設置される火災区域・火災区

画の火災防護対策について 

資料そのものを 

概ね引用 
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Ⅴ-1-1-7 に係る補足説明資料 
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補-i 

補足説明資料目次 

 

1. 基本事項に係るもの 

1-1 原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための系統 

1-2 火災区域の配置を明示した図面 

1-3 内部火災に関する工事計画変更認可後の変更申請対象項目の抽出について 

 

2. 火災の発生防止に係るもの 

2-1 潤滑油又は燃料油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度について 

2-2 保温材の使用状況について 

2-3 建屋内装材の不燃性について 

2-4 難燃ケーブルの使用について 

2-5 屋外の重大事故等対処施設の竜巻による火災の発生防止対策について 

2-6 水素の蓄積防止対策について 

 

3. 火災の感知及び消火に係るもの 

3-1 ガス消火設備について 

3-2 二酸化炭素消火設備(全域)について 

3-3 消火用の照明器具の配置図 

3-4 常設代替高圧電源装置を設置する火災区域の消火設備について 

3-5 ディーゼル駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動構内消火ポンプ，電動機駆動消火ポ

ンプ及び電動機駆動構内消火ポンプの構造図 

3-6 ディーゼル駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動構内消火ポンプ，電動機駆動消火ポ

ンプ及び電動機駆動構内消火ポンプのＱＨカーブ 

3-7 ディーゼル消火ポンプの内燃機関の発電用火力設備に関する技術基準を定める省

令への適合性について 

3-8 消火設備の必要容量について 

3-9 可燃物管理により火災荷重を低く管理することで，煙の発生を抑える火災区域又

は火災区画についての管理基準 

3-10 新燃料貯蔵庫の未臨界性評価について 

 

4. 火災の影響軽減に係るもの 

4-1 火災の影響軽減のための系統分離対策について 

4-2 ケーブルトレイに適用する 1 時間耐火隔壁の火災耐久試験の条件について 

4-3 中央制御室制御盤内の分離について 
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補-ii 

4-4 中央制御室の火災の影響軽減対策について 

4-5 火災区域(区画)特性表について 

4-6 火災を起因とした「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」発生時の単

一故障を考慮した原子炉停止について 

4-7 中央制御室制御盤の火災を想定した場合の対応について 

4-8 格納容器内火災時の想定事象と対応について 

 

5. 非難燃ケーブル対応に係るもの 

5-1 防火シートの基本性能について 

5-2 防火シート及び結束ベルトの標準施工方法 

5-3 ファイアストッパの施工方法 

5-4 耐火シールの性能について 

5-5 発電所で使用する非難燃ケーブルの種類 

5-6 発電所で使用する非難燃ケーブルの詳細 

5-7 ケーブルの燃焼メカニズム 

5-8 ケーブルの使用期間による経年変化 

5-9 発電所を代表する非難燃ケーブルの抽出結果のまとめ 

5-10 試験対象ケーブルの詳細 

5-11 ケーブル種類毎の性能確認方法と確認結果 

5-12 供試体の仕様と試験条件設定の考え方 

5-13 実機火災荷重を考慮した防火シートの限界性能試験 

5-14 防火シート重ね部の遮炎性試験 

5-15 耐延焼性実証試験条件 

5-16 損傷長の判定方法 

5-17 複合体の構成品の組合せによる耐延焼性の確認 

5-18 加熱熱量の違いによる性能比較評価の確認方法 

5-19 バーナ加熱熱量を変化させた垂直トレイ燃焼試験 

5-20 過電流によるケーブルの燃焼プロセス 

5-21 複合体内部ケーブルの自己消火性の実証試験 

5-22 トレイの設置方向による延焼性の確認結果 

5-23 延焼の可能性のあるトレイ設置方向への対応の実証試験 

5-24 過電流模擬試験による防火シート健全性評価 

5-25 複合体が不完全な場合の難燃性能の確認 

5-26 複合体による影響の確認 

5-27 複合体の性能確保の考え方 
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補-iii 

5-28 非難燃ケーブル対応に関する設置許可から維持管理に至る各段階での実施内容

について 

5-29 非難燃ケーブルへの防火措置に関する工事計画変更認可後の変更申請対象項目

の抽出について 

 

6. 火災防護設備の強度及び耐震評価に係るもの 

6-1 耐震評価を実施する火災防護設備の代表性について 

6-2 ケーブルトレイ消火設備の耐震性について 

6-3 耐震評価を実施する火災防護設備の加振試験での確認項目について 

6-4 基礎ボルト一点固定型の回転モーメントと摩擦力による保持モーメントについて 

 

7. 火災防護計画に係るもの 

7-1 火災防護に関する説明書に記載する火災防護計画に定め管理する事項について 
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補足説明資料 2-6 

水素の蓄積防止対策について
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補 2-6-1 

1. 目的 

本資料は，火災防護に関する説明書 4.1(5)項に示す放射線分解により発

生する水素の蓄積防止対策が，経済産業省指示文書「中部電力株式会社浜岡

原子力発電所 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について

(平成 14 年 5 月)」及び社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管におけ

る混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン（平成 17 年 10

月）」に基づき対策を実施しており，火災防護特有であるため，補足資料と

して添付するものである。 

 

2. 内容 

経済産業省指示文書「中部電力株式会社浜岡原子力発電所 1 号機の余熱除

去系配管破断に関する再発防止対策について(平成 14 年 5 月)」を受けた対

策後の報告について，次頁以降に示す。 
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補 2-6-2 

1.水素の蓄積防止対策について 

放射性分解により発生する水素に対する火災区域における蓄積防止対策

としては，経済産業省指示文書「中部電力株式会社浜岡原子力発電所 1 号

機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について(平成 14 年 5 月)」

を受け，水素の蓄積のおそれがある箇所に対して対策を実施している。な

お，社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・

酸素)蓄積防止に関するガイドライン（平成 17 年 10 月）」の制定以降につ

いては，ガイドラインのフロー基づき蓄積防止対策箇所を選定し実施して

いる(第 1-1 図～1-4 図，第 1-1 表)。 
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補 2-6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1-1 図  水素対策の対象選定フロー 

（BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止 

に関するガイドラインを参照） 

 

 

対応措置  

対応不要  

原子炉内で水の放射線分解

によって生成される水素と

酸素が滞留する可能性があ

るか  

水蒸気が凝縮され，水素と

酸素濃度が上昇 (蓄積 )する箇

所か  

詳細評価  
蓄積・構造強度等について

詳細評価を実施して健全性

が確保されるか  

ステップ１  

ステップ２  

ステップ３  

ＮＯ  

ＮＯ  

ＮＯ  

ＹＥＳ  

ＹＥＳ  

ＹＥＳ  

17



 

補 2-6-4 

第 1-1 表  放射線分解による水素蓄積防止対策の実施状況 

対策箇所 対策内容 対策実施根拠 実施状況

・残留熱除去系蒸

気凝縮系配管 

・原子炉水位計等

計装配管 

・配管撤去及び取替 

（第 19 回定検時：平

成 14 年） 

・配管修繕 

（第 20 回定検時：平

成 16 年） 

経済産業省指示文書 

「 中 部 電 力 株 式 会 社 浜 岡 原

子力発電所第 1 号機の余熱

除 去 系 配 管 破 断 に 関 す る 再

発防止対策について」(平成

14 年 5 月) 

実施済 

・原子炉圧力容器

頂部スプレイ配管

・ベント配管を設置 

（第 23 回定検時：平

成 20 年） 

(社 )火 力 原 子 力 発 電 技 術 協

会 

「BWR 配管における混合ガス

(水素・酸素)蓄積防止に関す

るガイドライン」(平成 17 年

10 月 ) 

実施済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1-2 図  残留熱除去系蒸気凝縮系配管撤去の概要 

 

：配管撤去範囲
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補 2-6-5 

 修繕前 修繕後 

原子炉圧力容器

ノ ズ ル ラ イ ン 修

繕 

  

原子炉水位計用

ライン修繕 

  

第 1-3 図  原子炉水位計等計装配管修繕の概要 
 

 

第 1-4 図  原子炉圧力容器頂部スプレイ配管追設の概要 

主 蒸 気 配 管

計 器 へ  

凝 縮 槽  基 準 水 面  
レ ベ ル  

主 蒸 気 配 管  

計 器 へ

基 準 水 面
レ ベ ル  

原 子 炉  

圧 力 容 器  

計 器 へ

凝 縮 槽  基 準 水 面
レ ベ ル  

交 換

2 B  

原 子 炉  

圧 力 容 器

計 器 へ  

凝 縮 槽  基 準 水 面  
レ ベ ル  

3 / 4B

：ベント配管設置範囲
M O  

A

※ 原 子 炉 圧 力 容 器 と 凝 縮 槽 間 の 距 離 が 短 い た め ， 配

管 径 拡 大 及 び 構 造 変 更 に よ り ， 配 管 内 で 気 体 が 循

環 し や す く な り ， 凝 縮 槽 で の 水 素 蓄 積 を 防 止 す る
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補足説明資料 3-9 

可燃物管理により火災荷重を低く管理することで，煙の発生

を抑える火災区域又は火災区画についての管理基準 
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補 3-9-1 

1. 目的 

本資料は，火災防護に関する説明書 5.2.2(2)a.(b)項に示す消火活動の妨

げとならないよう可燃物管理を行うことにより火災荷重を低く管理すること

で，煙の発生を抑える火災区域又は火災区画についての管理基準を示すため

に，補足資料として添付するものである。 

 

2．内容 

消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより火災荷重を低

く管理することで，煙の発生を抑える火災区域又は火災区画についての管理

基準を以下に示す。 
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補 3-9-2 

3. 可燃物管理の考え方 

消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより火災荷重を低

く抑える火災区域又は火災区画については，消火器による消火活動を実施す

ることから，消火器の消火能力が，可燃物の発熱量に対して十分であること

を基準に，発熱量の基準値を定める。 

また，可燃物の等価時間の基準値は，消火活動開始までの時間と火災源の

燃焼の継続時間が関係することから，消火活動開始までの時間を基準に，等

価時間の基準値を定める。 

 

4．可燃物管理の管理基準 

(1) 発熱量の基準値 

消火器の消火能力は，消火器の技術上の規格を定める省令により，各火

災源に対する消火試験にて定められる一般的な 10 型粉末消火器(油火災の

消火能力単位：7)について，消火能力単位の測定試験時に用いられるガソ

リン火源(油火災の消火能力単位が 7 の場合，燃焼表面積 1.4m2，体積

42L)を使用している（第 1 図） 

試験体のガソリンの容量は以下である。
118.3×118.3×3 ＝ 41984.67[cm3]≒42[ ]

 

第 1 図 10 型粉末消火器(油火災の消火能力単位：7)の試験体 

 

このとき，試験体のガソリン火源の発熱量は，原子力発電所の内部火災

影響評価ガイド（第 1 表）より，約 1300MJ である。 

・ガソリン発熱量 ＝燃焼熱［kJ/kg］×密度［kg/m3］×体積［m3］  

＝43,700×740×0.042 

＝1358196［ kJ］＝1358.196［ MJ］  

≒1300［ MJ］  
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補 3-9-3 

 

第 1 表 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（抜粋） 

 

したがって，10 型粉末消火器は，ガソリン火源の発熱量約 1,300MJ を

消火することができる。 

以上より，可燃物管理により火災荷重を低く抑える火災区域又は火災区

画について，発熱量の基準値としては，保守的に 1,000MJ 以下として設定

する。 

(2) 等価時間の基準値 

火災が発生してから消火活動を開始するまでに必要な時間は，現場での

消火器による消火活動を想定すると，中央制御室での火災感知器が発報し

てから，作業員が火災現場に直行するまで，最低でも 5 分～6 分程度は要

すると考えられる。これより，火災源の火災等価時間が，5 分～6 分程度

（＝0.1 時間）以下であれば，消火活動を開始する前に，火災源が自ら鎮

火することになる。 

したがって，火災等価時間の基準値としては，0.1 時間以下として設定

する。 
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補足説明資料 4-1 

火災の影響軽減のための系統分離対策について
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補 4-1-1 

1. 目的 

本資料は，火災防護に関する説明書 6.2(3)項に示す系統分離対策の方針

を示すために，補足資料として添付するものである。 

 

2. 内容 

系統分離対策の方針を示す資料を，次頁以降の図に示す。 
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補 4-1-2 

3. 系統分離の基本的な考え方 

原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物，系統及び

機器における「その相互の系統分離」をする際には，単一の火災(任意の一

つの火災区域で発生する火災)の発生により，相互に分離された安全区分の

全ての安全機能が喪失することのないよう，安全区分Ⅰと安全区分Ⅱ，Ⅲの

境界を火災防護に係る審査基準 2.3.1(1)，(2)a,c で分離する。（第１図） 

 

 安全区分Ⅰ 安全区分Ⅱ 安全区分Ⅲ 

高温

停止 

原子炉隔離時冷却系 

自動減圧系(A)  

低圧注水（A) 

低圧炉心スプレイ

（LPCS)系  

自動減圧系(B)  

低圧注水系（B) 

低圧注水系（C）  

高圧炉心スプレイ

（HPCS)系 

冷温

停止 

残留熱除去系(A) 

残留熱除去系海水系

(A) 

残留熱除去系(B) 

残留熱除去系海水系

(B) 

－  

電源 

非常用ディーゼル発

電機(C)系  

直流電源(A)系  

非常用ディーゼル発

電機(D)系  

直流電源(B)系  

高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機

(HPCS)系 

直流電源(HPCS)系  

 

 

 

 

第 1 図 系統分離の概要  

安全区分Ⅰと安全区分Ⅱ，Ⅲの境界を火災防護に係る審査基準 2.3.1(1)，(2)a,c
で分離し，単一火災によっても安全区分Ⅰ，安全区分Ⅱが同時に機能喪失するこ
とを回避し，高温停止，低温停止を達成  
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補 4-1-3 

4. 系統分離のための具体的対策 

4.1 火災区域又は火災区画内の系統分離対策 

(1) 火災防護対象ケーブルの系統分離対策 

火災防護対象機器に使用する安全系のケーブルが，異なる区分の区

域に敷設している場合，当該ケーブルが異なる区分の区域における単

一の火災により機能喪失しないように，当該ケーブルが敷設されたケ

ーブルトレイ等を 1 時間の耐火性能を有する隔壁で囲い，かつ，火災

感知設備及び自動消火設備を設置する。(第 2 図，第 3 図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図 火災防護対象ケーブルの系統分離概要 

 

A B

ハロン消火設備 ハロン消火設備

1時間
耐火隔壁

感知器感知器

 

第 3 図 １時間耐火隔壁＋感知・自動消火の概要 

Ⅰ  

安 全 区 分 Ⅰ火 災 区 域 1 安 全 区 分 Ⅱ，Ⅲ火 災 区 域

ケーブルトレイ(Ⅰ)
ケーブルトレイ(Ⅱ)  

機 器 (Ⅰ)  

配 管  

ダクト 

3 時 間 以 上 の耐 火 能 力 を有 する防 火 ﾀﾞﾝﾊﾟ

3 時 間 以 上 の耐 火 能 力  

を有 する耐 火 扉  

機 器 (Ⅱ) 

Ⅱ  

機 器 (Ⅲ) 

Ⅲ  

ケーブルトレイ(Ⅲ)  

   ：3 時 間 以 上 の耐 火 貫 通 部 耐 火 処 理   ：１時 間 耐 火 隔 壁 ＋感 知 ＋自 動 消 火 設 備
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補足説明資料4-8 

格納容器内火災時の想定事象と対応について
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補 4-8-1 

1. 目的 

本資料は，火災防護に関する説明書 6.2(7)に示す原子炉格納容器内の全機器の動的

機能喪失を想定しても，運転員の操作により原子炉の安全停止は可能である評価の結

果を示すために，補足説明資料として添付するものである。 

 

2. 内容 

原子炉格納容器内の全機器の動的機能喪失を想定しても，運転員の操作により原子炉

の安全停止は可能である評価の結果を，次項以降に示す。 

  

34



 

補 4-8-2 

3. はじめに 

原子炉起動中の窒素置換(格納容器内酸素濃度＜4vol％)が完了していない期間にお

いて，格納容器内で発生する火災により，保守的に原子炉の安全機能が全喪失した場合

において，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持することが可能か否か確認す

る。 

 

4. 格納容器内火災による影響の想定 

起動中の格納容器内の火災による影響を以下のとおり想定する。 

(1) 火災発生は，原子炉起動中において窒素置換されていない期間である「制御棒引

抜き」から「格納容器内点検完了」(以下「起動～格納容器内点検完了」という。)

及び「点検完了後」から「窒素置換完了」(以下「格納容器内点検終了～窒素置換完

了」という。)までの期間に発生すると想定する。 

(2) 火災源は，油内包機器である原子炉再循環系流量制御弁，原子炉再循環ポンプ用

電動機，主蒸気内側隔離弁のうち，火災により主蒸気系統の閉止が想定される主蒸

気内側隔離弁として，4 台のうち，いずれかの弁の単一火災を想定する。 

(3) 油内包機器である，原子炉再循環系流量制御弁，原子炉再循環ポンプ用電動機に

ついては，原子炉起動中も含め使用していない時は電源を遮断する。 

(4) 格納容器内に設置している逃がし安全弁などの主要な材料は金属製であること，

及び格納容器内に敷設しているケーブルは，実証試験により自己消火性，延焼性を

確認した難燃ケーブルを使用していることから，火災の進展は時間の経過とともに，

徐々に格納容器内全域におよぶものとする。 

(5) 空気作動弁は，電磁弁に接続される制御ケーブルが火災により断線し，フェイル

動作するものとする。 

(6) 電動弁は，火災の影響により接続するケーブルが断線し，作動させることができ

ないが，火災発生時の開度を維持するものとする。 

(7) 格納容器内の監視計器は，「同一パラメータを監視する複数の計器が配置上分離さ

れて配置されていること」，及び「火災が時間経過とともに進展すること」を考慮し，

火災発生直後は，全監視計器が同時に機能喪失するとは想定しないが，火災の進展

に伴い監視計器が全て機能喪失するものとする。 
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5. 原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持について 

5.1 起動～格納容器内点検完了 

(1) 高温停止の達成 

原子炉起動中において窒素置換されていない期間である「起動～格納容器内点

検完了」までの期間については，主蒸気内側隔離弁は“開”状態(第 1 図)となっ

ているが，主蒸気内側隔離弁の閉止が想定されることから，原子炉停止系(制御

棒及び制御棒駆動系(スクラム機能))による緊急停止操作が要求される。このう

ち，制御棒駆動機構は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災に

よる機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停止機能に影響がおよぶ

おそれはない。 

スクラム機能が要求される制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットについては，当

該ユニットのアキュームレータ，窒素容器，スクラム弁・スクラムパイロット弁

は，格納容器内とは別の火災区域に設置されているため火災の影響はない。当該

ユニットの格納容器内の配管は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるた

め，火災による機能喪失は考えにくい。(第 2 図) 

以上より，主蒸気内側隔離弁の火災を想定しても原子炉の高温停止を達成する

ことは可能である。 

(2) 低温停止の達成，維持 

低温停止の達成，維持については，原子炉停止後の除熱機能に該当する系統と

して，残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)(第 3 図)，高圧炉心スプレイ系(第

4 図)，原子炉隔離時冷却系(第 5 図)，逃がし安全弁(手動逃がし機能)，自動減圧

系(手動逃がし機能)(第 6 図)が必要となる。これらの系統のうち，ポンプについ

ては，電源ケーブルを含め格納容器内とは別の火災区域に設置されているため，

主蒸気内側隔離弁の火災の影響はないが，格納容器内に設置されている電動弁，

電磁弁等については，電源ケーブル，制御ケーブルが火災により機能喪失すると，

電動弁，電磁弁等も機能喪失することとなる。 

起動～格納容器内点検完了までの間は，格納容器内には窒素が封入されていな

いことから，火災発生を確認した時点で原子炉の停止操作(出力降下)を行うとと

もに，初期消火要員が現場に急行(15 分以内)し，格納容器内への進入可否(未臨

界状態)を確認した後に，所員用エアロックを開放(15 分以内)し，格納容器内に

入り消火活動を行うことが可能である。 

したがって，格納容器内の電動弁及び電磁弁について，主蒸気内側隔離弁の火

災影響により全て機能喪失したとしても，消火活動後には格納容器内に設置され

た残留熱除去系停止時冷却内側隔離弁(E12-MO-F009：通常閉)にアクセスし，運

転員による手動開操作を行うことが可能であることから，残留熱除去系(原子炉
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停止時冷却モード)による原子炉の低温停止の達成，維持は可能である。 

 

5.2 格納容器内点検終了～窒素置換完了 

原子炉起動中から窒素置換を行っている期間(格納容器内の酸素濃度＜4vol％ま

で)である「格納容器内点検終了～窒素置換完了」についても，主蒸気内側隔離弁は

“開”状態となっており，主蒸気内側隔離弁の火災により閉止することが想定され

ることから，原子炉停止系(制御棒及び制御棒駆動系(スクラム機能))による緊急停

止操作が要求される。 

原子炉の起動工程において，格納容器内点検完了後から窒素封入開始前までの間

で，格納容器内の火災感知器が作動した場合には，原子炉起動操作を中止し，停止

(出力降下)操作を行い，原子炉出力が SRNM ﾚﾝｼﾞ 3 以下を確認した後に所員用エア

ロックより進入し，現場確認及び消火活動を行う。また，消火栓使用を考慮し固定

ギャグ(外扉，内扉)を取り外し，開閉可能な状態とする。 

窒素封入開始から窒素置換完了までの間で，火災発生のおそれがない酸素濃度約

10vol％までの封入時間は約 3 時間であり，封入と排出時間はほぼ同じであること

から，封入開始後，約 1.5 時間を目安に格納容器内の火災感知器が作動した場合，

火災による延焼防止の観点から封入停止を判断する。なお，窒素封入作業継続によ

り，消火することも可能である。 

格納容器内の消火活動については，上記を踏まえた窒素排出作業後に格納容器の

開放及び内部での消火活動を行うこととなる。 

原子炉の低温停止の達成，維持は，3.1(2)に示すとおり，手動開操作を行うこと

で可能である。 

 

6. まとめ 

保守的に，起動中の格納容器内の火災発生により，原子炉の安全機能が全喪失したと

想定しても，運転操作，現場操作により原子炉の高温停止及び低温停止を達成し維持す

ることが可能である。 
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第 1 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ  

PLR B PLR A 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系

主蒸気系(A,B,C,D) 

残留熱除去系 

高圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系 

主蒸気ドレン系 

原子炉冷却材浄化系 

残留熱除去系(A,B) 

原子炉 

圧力容器 

NO AOMO

MO

MO

MO

MO

NO

MO

MO

NO 

MO 

NO 

MO 

MO 

MO 

AO 

MO 

MO 

NO 

MO 

NO 

NO
F064 

F028 

F019 

F042 

F053 

F053 

F066
F065

F005

F004

F006

F009

F005

F008

F001

F004

F063 

F022 

F016 

F041 

F050 

F050 

原子炉の安全停止に必要な系統機能を 

発揮するために必要なライン 

原子炉の安全停止に必要な機器 

他系統との境界の弁(AO 弁，MO 弁) 

油圧作動弁 

電 動 弁 

空気作動弁 

窒素作動弁 

HO 

MO 

AO 

NO 

残留熱除去系(３ライン)

残留熱除去系(A) 

残留熱除去系(B) 

38



 

 

補
4
-
8-
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図 ほう酸水注入系及び制御棒による系の概要 
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第 3 図 残留熱除去系
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第 4 図 高圧炉心スプレイ系
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第 5 図 原子炉隔離時冷却系
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第 6 図 逃がし安全弁(手動逃がし機能)，自動減圧系(手動逃がし機能) 
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